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2011年度 事業報告

村落植林活動

表１【小規模苗畑グループ活動実績】

単位：本

州 ｸﾞﾙｰﾌﾟ名 植 林 (ｈａ) 販 売 配 布 枯 死 育苗中 合計※２ 備 考

TEACA 23,872 (10.74) 945 1,570 3,086 3,296 22,886

Ｋ Fumvuhu 1,286 (0.80) 1,912 1,000 0 1,088 3,522 小学校苗畑

( Kidia 1,890 (1.18) 0 0 0 0 1,329 女性グループ

※ Foyeni 300 (0.19) 539 0 0 71 160 女性グループ

１ Kiranga 200 (0.13) 0 30 0 0 186 女性グループ

) Riata 18,062 (0.07) 0 0 0 0 18,062 小学校

Manu 500 (0.31) 0 120 0 210 830 小学校

Ａ Meru 1,500 (0.94) 0 0 0 0 1,150 Urisho小学校

合 計 47,610 (14.36) 3,396 2,720 3,086 4,665 48,125

※１：Ｋ＝キリマンジャロ州、Ａ＝アルーシャ州、

※２：前年度の苗木残数を差し引いた当年度の実育苗数

１．国立公園内における地域主導植林実現

タンザニア・ポレポレクラブの現地活動にお

ける中長期的、かつ目下の最大の課題は、キリ

マンジャロ山において、かつて地域住民の利用

が認められていたバッファゾーンの森“ハーフ

・マイル・フォレスト・ストリップ”（以下、

ＨＭＦＳと表記）の国立公園化（＝拡大適用）

問題への対応であり、同時に、同山における新

たな森林保全・管理の枠組みを構築することに

ある。

これに対し、当会は現地カウンターパート・

ＴＥＡＣＡ（Tanzania Environmental Action

Assosiation）とともに、以下の４点を中長期的

重点方針（問題解決のための道筋）として掲げ、

活動を展開している。

(1) ＨＭＦＳの国立公園指定解除

(2) 地域主導による森林管理の仕組み構築

(3) 地域主導による森林管理の条例化

(4) 地域住民の内発的･持続手意思の側面支援

２０１１年度はこの中長期方針に対し、以下

の取り組みを行うとしていた。

(1) ＨＭＦＳにおける地域主導植林の実施

・天然資源観光省によるＨＭＦＳにおける地

域主導植林への承認を受け、キリマンジャ

ロ東南山麓にあるルワ村、ロレ・マレラ村

において、多地域連携のもと、初となる地

域主導による大規模植林に取り組む。

・またそのことにより、キリマンジャロ山の

各村及びＫＩＮＡＰＡ（キリマンジャロ国

立公園公社）を含む関係各部門に対する、

ＨＭＦＳの保全、管理に対する地域住民の

権利を明確に発信し、周知を図る。

(2) 地域による森林管理のルール作り

・多地域参加のもと開催している定期協議は

これまで地域主導による森林の保全、管理

に関する認識の共有を図り、連携構築の足

がかりとする役割を担ってきた。２０１１

年度はこれを次の段階に進め、キリマンジ

ャロ山における統一的な森林保全、管理の

ルール設定に向けた協議を開始する。その

ためにまずは各村における現行の規約、ル

ールを持ち寄り、その内容の精査、検討す

ることから始めることとする。
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(3) 県議会議員との関係作り

・２０１０年度に引き続き、県の森林条例制

定に影響を持つ、県議会議員との関係構築

に努める。

・またいくつかの区を基盤として選出された

評議員（県議会のメンバーである）へのア

プローチも行い、地域主導の森林管理、保

全に対する、県議会内での認識醸成を図る。

(4) スタディツアーの実施

・２０１０年度に行ったＳＵＬＥＤＯプロジ

ェクトへのスタディツアーについて、さら

に追加的な村を対象として、その必要が認

められれば実施する。

・もしくは、ＳＵＬＥＤＯプロジェクト同様

にコミュニティベースによる森林管理に成

功しているＤｕｒｕ－Ｈａｉｔｅｍｂａ

Ｆｏｒｅｓｔ等、新たな知見を得ることを

目的として、訪問地を切り替えて実施する。

(5) 地域住民の内発的意思の側面支援

・「村の自慢の森イラストマップ」のさらな

る内容充実に向け、現地調査を継続実施。

・また、これまでは日本側がイニシャティブ

をとる方法で取り組みを進めてきたが、こ

れがタンザニアと日本側が双方向で進める

取り組みとなるよう、その関係構築をし、

実施に移す。そのことにより、現地におい

て常にこの取り組みが動いている体制を確

立する。

森林保護区

国立公園

ＨＭＦＳ

※ ＨＭＦＳは森林保護区に含まれる

図１：キリマンジャロ山のかつての管理構造。現在は

ＨＭＦＳを含む上図領域のすべてが国立公園化

２．各目標の実行状況／達成状況

(1) ＨＭＦＳにおける地域主導植林の実施

・天然資源観光省によるＨＭＦＳにおける地

域主導植林への承認を受け、キリマンジャ

ロ東南山麓にあるルワ村、ロレ・マレラ村

において、多地域連携のもと、初となる地

域主導による大規模植林に取り組む。

２０１０年１２月に天然資源観光省から取得

した植林承認を受け、２０１１年度、キリマン

ジャロ国立公園内の旧ＨＭＦＳにおいて、「地

域（＝村）主導」による大規模植林を満を持し

て実行に移した。

現在のキリマンジャロ山には、森林を持続的

に守っていくための「実質的に機能している」

仕組みはないといって良い。政府は地域住民の

締め出しによって森を「隔離保護」しようとし

ているが、住民の生活が森林に依存したもので

ある以上、締め出しが有効に機能することはあ

り得ない。同山においては、住民生活と両立可

能な森林保全の仕組みこそが求められており、

その実行能力を持っているのは、過去の歴史か

らも、締め出しの対象とされたまさに地域や地

域住民たちだといえる。

この植林は、ＨＭＦＳにおける着実な植林の

実績を積み上げ、こうした地域や地域住民たち

の森林保全に対する、高い能力を実証的に示し

ていくことを最大の目的として実施したもので

ある。またそれと同時に、今回の地域主導によ

る植林は、今後森林（現在の国立公園、かつて

の森林保護区）に沿って存在する地域、村々が、

統一的なルールのもとに共同歩調をとって、キ

リマンジャロ山の森林を保全・管理していく、

その体制作りに向けた第一歩となったといえる

だろう。

今回地域主導植林が取り組まれたのは、当初

計画通り、キリマンジャロの東南山麓、標高約

１，７００ｍにあるルワ村(次頁図１)とロレ・

マレラ村（同）の２ヶ所。

ルワ村の植林地（ＨＭＦＳ）には約３０ｈａ

の裸地が広がっているが、ここはかつて森林保

護区（現在国立公園）であったにも関わらず、

政府が商業目的で造林し、その後収穫のため伐

採したものの再植林することなく、そのまま裸

地として放置した場所である。これまで地域の

教会が植林に取り組んだことはあるが、政府の

理解や支援も得られず、その後ＫＩＮＡＰＡの

妨害にあって頓挫してしまった。
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【図２： キリマンジャロ山と事業地位置図】

テマ村 キディア村 ロレ･マレラ村

モ シ レンタルハウス建設現場 ルワ村

１５ｋｍ

植林は５日間にわたって実施され、ルワ村か

らは総勢７２３名の村人たちが参加した。また

県からはムッサ・サミズィ県知事、トゥワリポ

県行政執行官、州水源涵養森林局からジョン・

カラワ氏、県森林局からムサミ・ムシャナ局長

ほか１１名の森林官が参加。ルワ村以外にもモ

ヲ村、ンジャリ村、シンガ村、キボショ村の４

村、ローカルＮＧＯからはＲｏｏｔｓ ＆ Ｓｈ

ｏｏｔｓ、ＬＥＰＡＪＥ、そして地元のマウア

神学校も植林に加わった。多くの地域、村人た

ちが加わったことは、そのまま一方的に取り上

げられた“自分たちの森”を取り戻そうという、

彼らの強い思いの表れだと言って良いだろう。

ルワ村の旧ＨＭＦＳ（現国立公園）における

地域主導植林の実績は、以下の通りであった。

・Grevillea Robusta （ 5,500 本）

・Pinus Patula （ 5,500 本）

・Macaranga Kilimandscharica （ 500 本）

・Ocotea Usambarensis （ 400 本）

・Cedrela Odorata （ 500 本）

・Mitragyna Rubrostipulata （ 1,000 本）

合計 13,400 本

このうち Macaranga Kilimandscharica、Ocotea

Usambarensis、Mitragyna Rubrostipulata は東ア

フリカの原生種で、中でも Ocotea Usambarensis

は、かつてキリマンジャロ山を代表する樹木の

一つであったが、良質な材がとれることから激

しく伐採され、登山ルートとして知られるマラ

ングー近辺の地域では、姿を消してしまった場

所さえある。

約３０ｈａある植林地は引き続き植林が必要

とされており、２０１１年度はＴＥＡＣＡが苗

木を供給したが、雨季の劣悪な状態の道を大量

の苗木を搬送するのは危険であることから、今

後ルワ村に新たな苗畑を新設する必要がある。

この点については、ＴＥＡＣＡおよびルワ村と

協議して決定しなければならない。また、植林

地は裸地化してからの放置期間が長く、土壌の

荒廃が進んでいることから、植林樹種の適性に

ついて、今後継続的にモニターしていく必要が

ある。ＴＥＡＣＡは定期的に現場の巡回チェッ

クを実施していくことにしている。

ルワ村に続いてロレ・マレラ村の旧ＨＭＦＳ

（現国立公園）でも地域主導植林を実施した。

この植林にも総勢３８４人の村人、森林官８名、

地元の小学校２校、ロータリークラブから地域

代表を含む３名が参加、植林実績は以下の通り

であった。

・Pinus Patula （ 3,000 本）

・Croton Macrostachys （ 200 本）

・Cedrela Odorata （ 700 本）

・Trema Orentalis （ 100 本）

合計 4,000 本

写真１： 植林に集まったルワ村の村人たち
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・この植林を通し、キリマンジャロ山の各村

及びＫＩＮＡＰＡ（キリマンジャロ国立公

園公社）を含む関係各部門に対する、ＨＭ

ＦＳの保全、管理に対する地域住民の権利

を明確に発信し、周知を図る。

先にも触れたように、今回の植林には県知事

をはじめ、行政側からも多くの参加者を得るこ

とが出来た。またＨＭＦＳが国立公園に取り込

まれて以来、初となった地域連携・住民主導に

よる今回のルワ村、ロレ・マレラ村での大規模

植林は、多くのメディアからも注目されるとこ

ろとなり、テレビ局１社、ラジオ局３社、新聞

社２紙が現場入りし、報道された。したがって、

森林の保全･管理における地域や地域の人々が

持っている潜在能力の高さを、事実をもって発

信していくという目的は、十分に達せられたも

のと考える。

このように実績を積み上げ、施政者に呼びか

け共に参加して貰い、さらにメディアを通じて

発信していくことには、２つの重要な狙いがあ

る。一つは、政策立案者（＝県および政府の森

林関係機関）に対する意識化である。機能して

いない現在のキリマンジャロ山の森林保全政策

に対して、その「実質」を担えるのは、地域の

住民たちであるという認識を、こうした政策立

案者の意識に置いてもらうことは、今後の森林

政策の方向性に対して、決定的に重要な意味を

持ってくる。住民を追い出すことではなく、住

民を信頼することによって、持続可能な森林の

保全が可能になるという、彼らの確信に一歩一

歩繋げていくことが、地域による森林管理の権

利獲得（＝森林政策、条例）へと結びついてい

くからである。

二つ目は、ＫＩＮＡＰＡ（キリマンジャロ国

立公園公社）に対する布石である。タンザニア

政府は、ＨＭＦＳが国立公園に取り込まれるこ

とによって生じる、住民生活の問題を認識して

いる。従って政府はその権利回復を図るため、

ＨＭＦＳを外す形での国立公園境界の引き直し

作業を既に完了している。ＫＩＮＡＰＡを所轄

する天然資源観光省がＴＥＡＣＡに対して、モ

シ県下のＨＭＦＳにおける地域住民主導による

植林活動を許可したのも、そうした背景があっ

てのことといえる。

それにも関わらず、ＫＩＮＡＰＡはＨＭＦＳ

における、地域住民による森林保全活動の一切

を頑強に拒否し続けている。そのＫＩＮＡＰＡ

に対して、地域主導による植林活動が行政とも

歩調を合わせて取り組まれている事実を示して

いくことは、一番目の理由とあわせ、極めて重

要だといえよう。

写真２：ＨＭＦＳで取り組まれた地域主導植林

について報じる現地新聞“Majira”

(2) 地域による森林管理のルール作り

・多地域参加のもと開催している定期協議を

次の段階に進め、キリマンジャロ山におけ

る統一的な森林保全、管理のルール設定に

向けた協議を開始する。そのためにまず、

各村における現行の規約、ルールを持ち寄

り、その内容の精査、検討を始める。

第４回目となる定期協議を、モシ県森林局の

会議室にて開催した（参加者２８名）。同協議

には、モシ県下のＨＭＦＳに添って存在する全

３１村のうち１３村、４ＮＧＯ、１教会、州お

よび県森林局から局長を含む２名が出席した。

第３回目までの議題は、国立公園化に伴う問

題認識の共有と、統一的森林管理体制構築の是

非が討論の中心であったが、第４回からは一歩

議題を前進させ、各村における新たな森林の利

用、保全、管理規則のあるべき姿について話し

合った。

議論は、従来の村の規則が、持続的森林管理

において十全に機能してきたとは言い難いとい

う事実を、全員が認識するところから始めた。
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新たな村の規則はその原因を探り、欠点を克服

したものでなければならず、さもなくば森林減

少という同じ轍を再び踏むことになってしまう

からである。たとえＨＭＦＳが地域の手に戻っ

てきたとしても、森林減少を食い止めることが

できなければ、再度の国立公園化はいつでも起

こりうる。そうなれば森は二度と戻ってこない。

新たな仕組みはそうした認識の上に立って、そ

れが村人によって持続的に保持され、活用され

る“生きた”仕組みとして作り上げられなけれ

ばならない。

議論の結果得られた結論は、「ただ上（＝県）

から押しつけられただけの規則は誰も守らな

い」というものであり、各村の諸事情を考慮せ

ず、一律にトップダウンで決められた現行規則

の問題点が浮き彫りとされた。したがってまた

それに対して示された解決案は極めて明快で、

「住民同士で話し合い、みんなで合意された規

則とされなければならない」というものである。

その認識共有が図られたことは大きいといえ

る。

もっとも、もちろんそれはボトムアップによ

る理想的な形ではあるが、村での議論において

往々にしてありがちな、建前論が先行して内実

が伴わないという問題も同時にはらんでいる。

自前の立派な規則はできるかもしれないが、結

局それが守られない可能性は多分にある。

２０１１年度の協議では、こうした問題を取

りまとめていくため、参加村から６名の検討委

員を選出し、今後各村の規則の精査に着手して

いくこととした。

写真３：今回で第４回目となった地域主導による森林管理

を話し合う協議会。議長を務めているのはＴＥＡ

ＣＡリーダーのンジャウ氏

(3) 県議会議員との関係作り

・２０１０年度に引き続き、県の森林条例制

定に影響を持つ、県議会議員との関係構築

に努める。

国立公園法の改正のためには、最終的には改

正法案がタンザニア国会で審議され、可決され

なければならない。ＨＭＦＳを国立公園から外

すとの天然資源観光省とＴＡＮＡＰＡ（タンザ

ニア国立公園公社）の内部合意が動かない中で、

２０１１年度は県議会議員より国会議員との関

係構築に優先して取り組んだ。

これまで国会議員に繋がるパイプなどまった

くなかったため、２０１０年度も目標とはしつ

つも果たせなかったが、２０１１年度はついに

２名の国会議員との面会が実現した。２人とも

キリマンジャロ山のお膝元、モシ県選出の国会

議員で、一人はブンジョー地区選出のリャトン

ガ・ムレマ議員。もう一人は、モシ地方区選出

のスィリリ・チャミ議員である。

双方の議員に対して、彼らの地元であるキリ

マンジャロ山において、バッファゾーンの国立

公園化が実施され、多くの村人たちの生活を追

い込んでいること、その一方で、国立公園化の

目的とする森林の保全は、その方法によっては

実現が困難であることを説明し、地域住民がイ

ニシャティブをとる新たな森林の保全、管理に

ついての理解を求めた。２人ともこの問題をよ

く理解してくれ、とくにムレマ議員からは、「年

末の国会で審議されるよう検討してみる」との

返事まで得ることが出来た。

しかし残念ながら、結局法案が国会に提出さ

れることはなかった。

もとより法律を改正するという作業が容易な

ものであるとは考えていないが、２０１１年度

はその思いを新たにする結果となった。これか

らも彼らへの働きかけを粘り強く続け、さらな

る理解と信頼を勝ち取っていくしかないであろ

う。

・いくつかの区を基盤として選出された 評

議員（県議会のメンバーである）へのアプ

ローチも行い、地域主導の森林管理、保全

に対する、県議会内での認識醸成を図る。

中央政府（天然資源観光省）、州・県、国会

議員へのアプローチを優先したため、２０１１

年度はこの課題に着手できなかった。
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(4) スタディツアーの実施

・２０１０年度に行ったＳＵＬＥＤＯプロジ

ェクトへのスタディツアーについて、さら

に追加的な村を対象として、その必要が認

められれば実施する。

・もしくは、ＳＵＬＥＤＯプロジェクト同様

にコミュニティベースによる森林管理に成

功している Ｄｕｒｕ－Ｈａｉｔｅｍｂａ

Ｆｏｒｅｓｔ等、新たな知見を得ることを

目的として、訪問地を切り替えて実施する。

前述の(3)同様、国立公園問題の解決に向け

た、中央政府、州及び県、国会議員等に対する

課題対応への負荷が高く、２０１１年度はスタ

ディツアーの実施を断念せざるを得なかった。

(5) 地域住民の内発的意思の側面支援

・「村の自慢の森イラストマップ」のさらな

る内容充実に向け、現地調査を継続実施

２０１１年度は、この目的のため７／２７～

８／１６にかけて現地調査を実施した（表３）。

調査では、「村の自慢」に対する村人たちの

潜在的な認識を引き出すことに主眼を置き、３

回にわたってワークショップを実施した。とく

にワークショップを日本人サイドが主導するこ

とでの偏向を避けるため、まず日本人がＴＥＡ

ＣＡリーダーを対象にやってみせ、次にＴＥＡ

ＣＡリーダーが村人に、最終的に村人自身が村

人たちを対象にして実施するというステップを

踏むことにした。（結果的には、村人が単独で

ワークショップを担うのはやはり難しく、ＴＥ

ＡＣＡリーダーが進めるスタイルとなった）。

ワークショップの結果、村人たちが感じてい

る村の自慢には、かなり顕著な傾向があること

が分かった（表２）。それは、彼らが自分たち

の生活を支えている農業や作物を重要視しつつ

も、さらにそれらを支えるより広範なシステム、

"背景にあるもの"を、相当に意識し、「大切な

ものだ」と考えているということである。即ち

それは雨や水をもたらす"森"であり、その森と

畑をつなぐ"伝統水路"や"伝統溜池"である。

回答数だけ見ると、これらのものは農業や作

物よりも重視されていることが伺え、それは農

業において稲作を、食において米を基礎とする

私たち日本人に例えてみれば、水田であるより

先ず、そこに豊かで養分に富んだ水をもたらす

“（里）山”や“森”を「大切だ」と言ってい

ることに等しいだろう。

もちろん、ワークショップに参加した村人の

数も限られ、この意見が村人全体の認識を反映

していると断定するのは早計であり、彼らが森

の重要性を強く意識し、長くその回復に努力を

傾けてきたのは事実としても、一方で伝統水路

や溜池は、やむにやまれぬ事情はあるにしろ、

放棄が進んでいるという、彼らの認識と実際に

起きている現実とのギャップもある。

"食べられること"は、人が"生きていく"うえ

で基本中の基本であり、いくら経済が発展して

も、食べられなければ何の意味もない。折しも

昨年末には首座都市ダルエスサラームを中心と

して記録的な大豪雨となり、家屋が流され死者

まで出した。昨年のタイでの大洪水、今年に入

ってもすでにブラジルの豪雨などが伝えられ、

異常気象は今や"日常事"となっている。気候や

気象の不安定化はキリマンジャロ山とて例外で

はなく、降雨の減少傾向には歯止めが掛かって

いない。

食を考える上で、たんに生産技術や投入資材

等の視点からその生産性を考えるだけでなく、

作物生産それ自体を支えている基盤や背景をも

含めて考え、守り、強化していくことは、こう

した常態化した異常事態の進行を防ぎ、持続的

で安定した生産を支えていく上でも重要である

ことは論を待たないであろう。その点、目の前

の畑だけを見ていない村人たちの視点や認識

は、まさにこうした「大切なもの」をしっかり

見極めていると言え、ワークショップにより得

られた重要な結果だったといえる。

村の自慢 回答 構成比

自 然 森 ９ ２３.７％

その他 ４ １０.５％

計 １３ ３４.２％

伝統的 伝統水路・溜池 ５ １３.２％

構造物、その他 ４ １０.５％

場所等 計 ９ ２３.７％

農業 農業 ２ ５.２％

・食 その他 ６ １５.８％

計 ８ ２１.０％

風習・慣習 ３ ７.９％

その他 ５ １３.２％

合 計 ３８ １００％

表２： ワークショップで村人たちが導き出した

「村の自慢」の概要
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7/27(水) 日 本 発

7/28(木) タンザニア・キリマンジャロ着

ＴＥＡＣＡとのミーティング

7/29(金) テマ村移動、プロジェクト視察

7/30(土) ＴＥＡＣＡへのプレゼン実施

7/31(日) 植林地視察

8/ 1(月) ワークショップ（第１回目）

8/ 2(火) 伝統水路踏査調査（第１回目）

8/ 3(水) ワークショップ（第２回目）

8/ 4(木) 伝統水路利用者インタビュー、

オリモ小学校でのカルタ実施

8/ 5(金) 森林利用実態調査（～8/11）

ファラジャグループ活動調査

8/ 6(土) ナティロ中学校環境クラブとの

山歩き実施

8/ 7(日) 中間まとめ作業

8/ 8(月) 伝統水路踏査調査（第２回目）

8/ 9(火) ワークショップ（第３回目）

8/10(水) マイデニ村区境界踏査調査、

ナティロ中学校環境クラブとの

ミーティング

8/11(木) コーヒー農家畑調査

8/12(金) ＴＥＡＣＡへの成果報告

8/13(土) ダルエスへ移動

8/14(日) ＪＩＣＡ山崎氏とミーティング

8/15(月) タンザニア発

8/16(火) 日 本 着

表３： 7/27～8/16 現地調査日程

写真４：「村の自慢」ワークショップの模様。ＴＥＡＣＡ

リーダーがファシリテーター役となって進めた。

この時の参加者は１６名。農民、その他の職業従

事者、女性、若者から均等に参加して貰い、２つ

のグループに分けて実施した。

・これまでは日本側がイニシャティブをとる

方法で取り組みを進めてきたが、これがタ

ンザニアと日本側が双方向で進める取り組

みとなるよう、その関係構築をし、実施に

移す。そのことにより、現地において常に

この取り組みが動いている体制を確立する

地域住民の内発的意思の側面支援を目的とし

た取り組みにおいて、現在そのためのツールと

して、「カルタ」、「イラストマップ」、「データ

ブック」の作成に取り組んでいる。

２０１１年度はこの中で、主に森林に存在す

る有用草本類を取り扱った「データブック」の

調査及びデータ作成について、テマ村のナティ

ロ中学校環境クラブと連携して進められない

か、関係作りに着手した。

同クラブは１６名の生徒と担当教師１名（現

在２名）で活動しており、これまで植林などに

も取り組んできているが、どちらかというと校

内美化や風紀面での取り組みが多かった。

生徒たちとのミーティングではこうした取り

組みへの関心も高く、担当教師の賛同も得られ

たため、８月に実施した現地調査において、彼

らとＨＭＦＳ内での有用資源を見て回る山歩き

を実施した。

タンザニアでは中等教育以上はまだ学校も不

足しており、ナティロ中学校の生徒も半数以上

が、キリマンジャロ州以外の遠方州からやって

きている。そのため、山にどのような資源があ

り、それらをどのように地域の人々が生活の中

で活かしてきたのかをほとんど知らない。山歩

きではそれらを実際に説明を受けながら見て回

ったが、こまめにノートに取るなど、全員がと

ても熱心であった。

そして昨年１０月からは、実際に環境クラブ

で有用草本類に関する補足調査を開始するとこ

ろまでこぎ着けた。ただその後、担当教師が学

校を休まねばならなくなってしまうなどの事情

があり、取り組みは思うように進んでいない。

学校側でその後補助教員をつけるなどしてく

れているが、自分たちがフィールドに出て主体

的に取り組む初めての活動であり、また調査活

動自体不慣れであることからも、取り組みが軌

道に乗るまでには、まだまだ時間が必要と思わ

れる。今後日本側からの活動のヒントになるよ

うな支援や、彼らからの情報をいかに素早く成

果物としてまとめ、アウトプットしてあげられ

るかが、大事な課題となってくるだろう。
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活動の自立

１．グループ積み立て

・積み立てを確実に実施したグループについ

ては、メンバー全員に対するニワトリの支

援および積み立てインセンティブとして、

ＴＥＡＣＡからの１年間の積立額の半分に

相当する額の資金繰り入れを実施する

グループ積み立ては、様々な目的で結成、活

動している現地の地域住民グループが、外部か

らの支援に頼ることなく、自立して持続的に活

動に取り組んでいけるようになること、或いは

さらに活動を充実していけるようになることを

目指して実施しているプログラムである。

このプログラムは、(1)グループメンバーに

よる毎月の定額積み立て、(2)ニワトリ銀行、(3)

当該年度積立実績額の５０％追加支援（ただし

積み立ての１００％完全実施を前提）の３つを

パッケージとして実施している。一方このプロ

グラムでは、通常のマイクロクレジットと異な

り、積立額に応じたローンは実施していない。

最終的に、これらによる資金を元手として、

それぞれのグループが自立のための独自の収入

事業立ち上げていくことを目指しており、最低

の積み立て目標額を、各グループと協議の上、

１００万シリングに設定している。

２０１１年度もこのグループ積み立てプログ

ラムを、キディア、キランガ、フォィエニの３

女性グループを対象として実施した。

ただし、２０１１年度は、２０１２年２月末

現在で、どのグループも計画に対して積立額が

マイナスとなっている（表４）。その最大の要

因は、ニワトリ銀行で貸与されている親鳥から

生まれたヒナの販売が完了していないことにあ

る。このうちキランガ女性グループは、こちら

の説明不足により、ヒナの販売数が不足だった

ことによるもの（販売数を増やすよう説明済）、

フォイェニ女性グループはもともと親鳥の貸与

のタイミングが遅かったことから、販売が遅れ

ているもので、最終的には販売を完了の予定。

キディア女性グループは原因がまだ確認できて

おらず、フォロー中である。

グループ積み立てに関しては、１００万シリ

ングの積み立て目標に向け、全体としては大き

な問題なく推移していると判断している。

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 前年度 今年度 計 画 単位

Kidia 622,861 754,406 871,361 ｼﾘﾝｸﾞ

Kiranga 433,700 663,300 707,300

Foyeni 355,500 563,000 683,000

表４： グループ積み立て実績推移

(1) キディア女性グループは、２０１２年度

には積み立て目標額の１００万シリング

を達成する可能性があり、その資金によ

るグループ自立事業の具体的プランにつ

いて、話し合いを進める。

(2) キランガ女性グループの積み立てが滞っ

ている原因を究明し、その対策を講ずる。

(1) キディア女性グループについては、既述の

通り、同グループの積み立て（＝ニワトリ

販売）が滞っているため、２０１１年度は

自立事業についての話し合いは見送った。

(2) キランガ女性グループについては調査の結

果、同グループの問題ではなく、積立金を

預けている信用貯蓄組合ＳＡＣＣＯｓ

（Saving and Credit Cooperatives）の通帳管

理方法に問題があったことが判明し、それ

を改めさせることで解決した。

２．養 蜂

(1)低地養蜂事業＜ミツバチ＞

・ミツバチの逃亡を避けるための環境整備

（蜜源樹および花卉類の植栽）を継続実施。

・これまで植えた苗木が花を咲かせるには、

まだ２～３年が必要で、現在の低営巣率が

回復に向かうか、様子見の状況が２０１１

年度も続くことになる。

生け垣用に用いられる蜜源樹Pithecellobium

Dulce５，０００本を、養蜂小屋の周りに沿っ

て植栽した。花卉類では豆科のVicia villosa

Rothを同じく試してみたが、乾燥に耐えられず

活着しなかった。

乾燥低地で実施している養蜂事業は、営巣の

安定維持が難しい状況が続いており、２０１１

年度はハチミツの収穫が出来なかった。地元の

養蜂経験者の助言なども取り入れているが、顕

著な効果は得られていない。
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(2) 高地養蜂事業＜ハリナシバチ＞

・２０１０年度の実績が示しているように、

ハチミツ販売から得られる収入は、決して

少ないものではない。ハリナシバチについ

ては、昨年度に見送った養蜂箱の増設（２

箱～３箱）を行う。異常気象により逃亡が

再発する等といった事態にならない限り、

今後も毎年２箱～３箱ずつ養蜂箱の設置数

を増やしていき、ハチミツの販売収入によ

る自己資金調達能力の安定、強化に繋げて

いく

ハリナシバチについては、２０１０年の異常

低温の影響が地域全体に及んでおり、多くの家

で養蜂筒からハチが逃亡してしまい、新たな巣

や群れの調達がまったく出来なくなっている。

ハチが戻ってきて全体的に数が増えないと、こ

の状況はすぐには好転しそうもない。

一方、営巣中の養蜂箱の数が減っているにも

関わらず、収穫は好調（＝１箱あたりの収量が

増加）で、２０１１年度は過去最大となる１０．

５リットルの収穫に繋がった。全体状況が悪い

中で、１箱あたり収量がなぜ増える傾向にある

のか、いまのところ不明である。

(3) 高地養蜂事業＜ミツバチ＞

(1) Mzee wa mila（伝統養蜂に長けた年配者）

のアドバイスにより、養蜂箱の設置場所

を養蜂小屋の高い位置に上げたため、そ

れによる営巣率に変化があるか見守る。

(2) 収穫したハチミツの品実向上のため、採

蜜機導入の是非を検討する。

(1) ２０１０年５月に高地事業地にも養蜂小屋

を設置し、低地事業地から養蜂箱１０箱を

移設したが、営巣は２箱に留まっていた。

そこでMzee wa milaの助言により養蜂箱の

設置位置を上げたものだが（写真５）、そ

の結果営巣数はすぐに４箱に増えた。しか

しそれ以上増えることもなく、４箱を維持

している。

未営巣の養蜂箱については、虫食い等によ

る傷みがかなり進んでおり、新規のものに

更新を図っていかないと、これ以上営巣率

を上げるのは難しいかも知れない。

(2) ハチミツの収穫量は新たに営巣した２箱は

まだ収穫ができないため、３Ｌに留まった。

また養蜂事業全体での収量は１１．５Ｌ、

販売収入は１５万６千シリングで、前年度

の同２２Ｌ、同２８万４千シリングを大幅

に下回った。

(2) 採蜜機については、２０１１年度の経過状

況から営巣率、収量ともそれほど上がらな

いと見込まれたため、導入は見送った。

写真５： 養蜂小屋の高い位置に再設置された養蜂箱

３．新規収入事業<レンタルハウス>

・入居者の公募を開始しており、２０１１年

度には貸し出しが始まる予定。ただしダル

エス苗畑以上の収入ポテンシャルを持った

事業であり、入居者については申込があれ

ば誰でも受け付けるということはせず、慎

重に決定を行い確実な収入へと繋がるよう

にしていく。

・単独財源としてＴＥＡＣＡ事業資金の３０

％までは賄えるようにしたいと考えている

２０１２年１月より、入居者１組を得ている。

ただしレンタルハウスに併設の警備員用宿舎に

入居（家賃が安い）したもので、２０１１年度

の収入は３０万シリングであった。

４．穀物貯蔵事業

(1) 昨年度調達した７ｔのメイズの販売実施

(2) 市場価格によって、同量のメイズの追加

調達を行う

(1) 計画通り販売を行い、約３百万シリングの

収入となった（純益約９０万シリング）。

(2) ２０１２年度販売分として、仕入れも計画

通り行い、７ｔのメイズを追加調達した。
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生活改善

１．改良カマド普及

(1) 溶岩を基礎材に使用した改良カマドの普

及に着手する。普及対象とするのは溶岩

が簡単に手に入るロレ・マレラ村とし、

３基のデモカマド設置とカマド職人の養

成を行う。

(2) 昨年度実現できなかったキディア村にて

も、カマド職人の養成を実施し、小学校

用カマドを含む３基～４基の設置を同村

にて行う。

(3) 溶岩の使用による完全な地元資源利用に

よるカマドが完成したことから、普及用

パンフレットの改訂版を作成する。

(1) 溶岩タイプカマドの普及については、対

象をロレ・マレラ村のみに限定せず、職人

の養成も兼ね、５村（テマ村、マワンジェ

ニ村、ロレ・マレラ村、モヲ村、ルワ村）

からそれぞれ選んでもらった村人を対象と

した、４日間の集中研修によって実施した。

これまではＴＥＡＣＡが普及対象の村に

技術者を派遣し、現場で直接教える方法を

とっていたが、この方法だと村を一カ所ず

つ回らなければならず、また教えらる側も

自分の技術レベルを客観的に把握するのが

難しいという問題があった。しかしこの集

中研修方式にすることで、こうした問題も

クリアできた。

研修後、各受講者は自分の村で２基の試

作カマドを設置し、ＴＥＡＣＡが技術レベ

ルを確認、問題がなければ、各村での普及

が開始されることになる。

写真６： カマド職人養成研修の模様

(2) キディア村では適当なカマド職人を見つけ

ることが出来ず、２０１１年度も養成をす

ることが出来なかった。

ただし、モヲ村のカマド職人によって、小

学校へのカマド１基を含む３基の新規設置

は計画通り実施した。

(3) 溶岩タイプカマド技術の確立に伴う普及用

パンフレットの改訂版作成には着手できな

かった。

２．コーヒー農家支援

(1) TaCRI 専門家による KIWAKABO のコン

タクファーマーに対する巡回指導を継続

実施する。

(2) 同じくコンタクトファーマーに対する、

新品種コーヒーの接ぎ木セミナーを実施

する。

(3) 既に畑に植えられている新品種コーヒー

が結実する時期に入っており、収量状況

により、手動のパルピングマシンの支援

を検討する。

(4) Envirocare による有機コーヒープロジェ

クトについて、今後の動向調査および

KIWAKABO としての対応を検討する。

(1) TaCRI（Tanzania Coffee Research Centre）

による巡回指導は、専門家の都合がつかな

かったことから、元農業指導員でコーヒー

を専門としていたジェームズ・キサンガ氏

に依頼し実施した。氏は大変熱心に指導に

あたってくれており、畑に植えられた新品

種の剪定作業など、栽培管理面における術

向上にさっそく成果を上げてくれている。

(2) KIWAKABO によるこれまでのコーヒー

新品種苗木の育成は、全量が「挿し木」栽

培によるものであった。しかし挿し木栽培

は、苗木養成までの技術が難しく、一部の

人にしか管理できない難点があった。

そこで２０１１年度は、誰でも可能で管

理がより容易な「接ぎ木」による育苗技

術の確率に注力した。そのため、前出の

TaCRI から専門家のコイナンゲ女史を講師

に招き、KIWAKABO のメンバーを中心に、

接ぎ木セミナー開催した。セミナーには

コンタクトファーマーを含む３０名以上が

集まり、熱心に接ぎ木に取り組んだ。
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(3) パルピングマシンについては、ＴＥＡＣＡ

との協議により、新品種苗木が本格的な収

穫期を迎え、その収量、品質状況を見極め

てからとすべきとの結論を出し、支援を見

送った。

一方、収穫後の豆の一次加工品質を向上さ

せるための水洗用大型タンクを、コンタク

トファーマー５人に対して支援した。

(4) Envirocareによる有機コーヒープロジェ

クトは、高品質コーヒー栽培を実現するた

めの支援に加え、小農とマーケットを直結

させるマーケットサポートまでがパッケー

ジとなっているところに特徴がある。

現在までのところKIWAKABOの組織整備と

技術指導を行っているが、最低収穫量を確

保するためにメンバーの大幅な拡充を行っ

ており、各農家の技術レベルが追いつくの

かを注意深く見守る必要がある。

当会は、急激な組織拡大とは一線を画し、

従来通りコンタクトファーマーの重点指導

に主眼を置き、KIWAKABOにおけるモデル農

家として育成していくこととした。

写真６：コーヒー畑で指導するキサンガ氏（写真左側）

写真７： TaCRIの接ぎ木セミナーで実習するKIWAKABO

のメンバーたち

３．診療所支援

・標高１３００ｍから１７００ｍまでまたが

るテマ村には、診療所が現在支援している

ナティロ診療所１つしかなく、オリモ小学

校のある高地部への新しい診療所の建設要

請がテマ村より出されている。当会には資

金的な余力が無く、応じられないが、毎年

の基金として積み立てを行うか、ナティロ

診療所への薬剤支援として続けるか、テマ

村側と協議することにし、そのどちらかで

対応を行う。

村との協議により、２０１１年度は引き続き

診療所に通じる道の補修を優先実施することと

した。これは現在の道が急傾斜であるため、と

くに雨期の間、急患の搬送自体が危険な状態で

あったためである。補修工事では、道路に中型

トラック５台分の砂利を敷き詰めた。この補修

工事により、雨期の間もっとも難所となってい

た部分でも、問題なく車両が通過できるように

なった。一方、高地部への診療所建設は、村側

での用地確保がされた段階であるが、まだ建設

には着手されていない。

４．伝統灌漑水路復旧支援

(1) キリマンジャロ山麓オールドモシ地区を

カバーする主水路キディア水路の伝統貯

水池“Ｎｄｕｗａ”の復旧工事を完工さ

せる。

(2) 基本的にこれで同水路の復旧は完了する

が、Ｎｄｕｗａにもう一本の伝統水路が

接続しており、この水路も土砂崩れで埋

没してしまっていることから、その復旧

が必要か、キディア村と検討する。

(3)･テマ村において、復旧が必要とされる伝

統水路が存在するかの調査を行う。

･また、かつて村で重要な役割を果たして

いたが現在メンテナンスがされず放棄さ

れているキセレチャ水路について、その

流路調査と歴史の掘り起こしを行う。

(1) 当初計画していた復旧工事は予定通り完了

したが、キディア村から泥排出用のバルブ

を追加設置したいとの要望が新たに出され

ている。これについては、２０１１年度は

計画外であることから断った。
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(2) Ｎｄｕｗａに繋がっているもう１本の水路

はムリンギア水路で、復旧により取水が可

能となる対象は１４８世帯ある。

村との協議を行ったが、Ｎｄｕｗａへの十

分な水量を確保することが先決と判断し、

復旧支援は行わなかった。

(3)･調査の結果、テマ村で現在も利用されてい

る伝統水路のうち、主力水路の一つである

ムレマ水路（主線水路長４.１ｋｍ、利用

９３世帯）で漏水防止のための補修工事が

必要とされていることが分かった。目視に

よる確認しかできていないが、漏水による

損失率は５割に迫るレベルと思われる。

水路の損傷は村落部に達するまでの森林内

でとくに激しいが、全体にわたっており、

復旧には相当な資金と時間が必要になると

判断された。

･キセレチャ水路はテマ村内に存在する最大

規模の伝統水路といえる。パイプラインと

の水源競合、若年層の村外への流出に伴う

メンテ労力の確保困難等から、２０００年

代初頭に放棄されてしまった。

この水路の踏査調査とＧＰＳによるデータ

取得を行ったが、流路が長いうえ、その他

の水路とは桁違いに複雑で、村に達する前

の森林側の調査しか完了できなかった。

写真８： ＧＰＳによって取得されたテマ村の

３Ｄ画像。地形の急峻さが分かる。

教育支援

１．小学校への文具支援

・オリモ小学校、フンブフ小学校、リアタ小

学校への文具支援を継続実施する。

・またキリマンジャロ山麓キルワ･ブンジョ

ー地区にあるマヌ小学校が植林に熱心に取

り組んでおり、同校を新たに加える。

２０１１年度は新規に加えたマヌ小学校を含

め、計画通り４つの小学校の全校生徒に対する

文具支援を実施した。どの小学校でも生徒たち

が苗木を育てており、この文具支援は、そうし

た生徒たちへの努力賞としての意味合いも込め

て実施している。

また２０１１年度は、これら４小学校とルワ

小学校、ロレ小学校、ナティロ中学校に対し、

男子用にサッカーボール、女子用にバスケット

ボールの寄贈を行った。このボールは、当会の

事業監査のために現地入りしていただいた古沢

紘造理事にご提供いただいたもので、ここに記

して謝意を表します。

２．子どもたちのスタディツアー支援

・「自分たちの伝統、文化」をテーマにした、

マラングーへのスタディツアーを継続実施

する。対象校はＴＥＡＣＡ及び各学校の先

生方と協議のうえ決定する

毎年学校を変えて実施している子供たちのス

タディツアー。２０１１年度は、テマ村のフォ

イェニ小学校の５、６年生を対象として実施し

た（教師を含め、約８０名が参加）。

訪問したのは、マラングーにある「チャガ民

族博物館」と、かつてチャガ民族が、同じ民族

同士、あるいは低地平原に暮らすマサイ民族と

の紛争時に使っていた地下トンネル。

トンネルはもちろん、博物館の展示物の多く

は、すでに村では失われてしまい、見ることの

出来なくなったものばかり。このスタディツア

ーは、年配者から話を聞くだけでは伝わりきれ

ないかつての自分たちの先祖の暮らしぶりや伝

統文化に触れることが出来るため、学校側から

もとても感謝されている。
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研 修

１．ＬＥＡＴによる森林環境法令セミナー

キリマンジャロ山においては、各地域に統

一的な森林の保全、管理のルール作りに向け

た協議を開始することとなる。

そこではいかに持続的に機能するルールと

できるかが、極めて大きなポイントとなって

くる。従来のルールを精査、検討するだけで

は不十分で、多くの事例を知る環境法令の専

門家集団であるＬＥＡＴの助言と指導が必要

になってくると思われる。

そこで、キリマンジャロ山のＨＭＦＳに沿

って存在する村々を集め、そうした事例を交

えた、環境法令セミナーを実施する。

本セミナーは、天然資源観光省、森林養蜂局、

ＴＡＮＡＰＡ、南部キリマンジャロ山麓水源涵

養森林局、ＴＥＡＣＡの５者による、ＨＭＦＳ

の帰属問題に関する政府内合意の進展（＝再確

認）を見込んで計画していたが、これが実現で

きず、さらにＫＩＮＡＰＡの州知事取り込みの

事態に至り、２０１１年度は開催を断念せざる

を得なかった。

ただし、地域横断による協議自体は継続開催

しており、その中で統一的ルール作成のコンセ

ンサス形成は進んでいる。

ＬＥＡＴによる環境法令セミナーをどのタイ

ミングで実施するかは、今後の国立公園問題の

行方によって、機動的な判断が必要になってく

るだろう。

写真９： ＨＭＦＳにおける統一的森林管理の是非につい

て、協議会で話し合う各村の指導者たち。

２．ＰＣ研修

・ＴＥＡＣＡのリーダーがまだ十分にパソコ

ンを使い切れておらず、必要に応じて追加

研修の機会を設ける。

２０１１年度は国立公園問題への対応のた

め、この研修のための時間を取ることが出来な

かった。現状では、すぐにこの研修のための時

間を取ることは難しい情勢である。

その他

１．ＴＥＡＣＡへのバイク導入

・ＴＥＡＣＡが各苗畑グループの指導やプロ

ジェクトのフォローを行う際の機動性を高

め、同時に車のコストを抑えるため、バイ

ク１台を支援する。

ＴＥＡＣＡフィールドオフィサー用にバイク

１台を購入した。

写真１０： 苗畑の巡回指導をしているTEACAフィールドオ

フィサーのンジャウ氏（写真右側）と、早速

使っているオートバイ（左側の人の背後）。
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2011年度 事業報告 ＜国内事業＞

市民による協力活動に向けて

「地域住民の内発的意思の側面支援」（Rafiki

プロジェクト）

(1)「村の森自慢イラストマップ」、「テマ村

カルタ」、「テマ村ガイドブック」の３つ

のツールのさらなる充実を図るため、現

地派遣による調査を継続実施する。

(2) ２０１１年度は、如何にタンザニアと日

本側の双方向による取り組みとできる

か、そして多くの村人たちの意思をどれ

だけツールやプログラムに汲み上げてい

くことが出来るかを重点課題として取り

組んでいく。

２０１１年度の取り組み結果については、「事

業報告＜海外事業>」の「村落植林活動－２．

各目標の実行状況／達成状況－(5)地域住民の

内発的意思の側面支援」において詳述している

ので、そちらを参照。

その他の国内活動関連

１．イベント出展

'11/4/10 さくらまつり（桜新町）

'11/6/ 4 世田谷世界博（三軒茶屋）資料提供

'11/10/1-2 グローバルフェスタ（日比谷公園）

'11/11/12-13 アフリカンフェスタ

（横浜赤レンガ倉庫）

'12/3/10 世田谷世界博（三軒茶屋）資料提供

２．講演会

'11/6/26「Rafikiプロジェクト」報告会

「タンザニアこぼれ話」講演会

（JICA地球ひろば）

'12/3/25「環境とコミュニティから見るタン

ザニアの今と未来」

第1部：「タンザニア・キリマンジャロ山に

おける植林活動と住民の意識調査」

第2部：「観光から見るタンザニア」

（JICA東京）

その他の国内活動関連

１．総会及び理事会

'11/4/29 理事会（富浦）

'11/6/12 理事会（事務所）

'11/6/26 総 会（JICA地球ひろば）

'12/1/22 理事会（事務所）

'12/3/31 川村監事、任期満了で退任

２．ニュースレター発行

'11/ 4 ミニニュースレター（No.52）

'11/ 5 ニュースレター （No.37）

'11/ 7 ミニニュースレター（No.53）

'11/10 ニュースレター （No.38）

'11/12 ミニニュースレター（No.54）

'12/ 2 ミニニュースレター（No.55）

３．現地調査／理事派遣／その他派遣

'11/ 7/27-9/ 3 タンザニア現地調査

'11/ 7/27-8/16 古沢理事現地事業監査

'11/ 7/27-8/16 Rafikiプロジェクト現地調査

'11/12/5-12/21 井上（慶大）現地調査受入

'12/ 2/18-3/ 9 タンザニア現地調査

事務局体制ほか

人員体制

現在事務局アルバイトが中心となって取り

組んでいる「地域住民の内発的意思の側面支

援」および国内通常業務については、常時３

名の体制が必要とされている。

２０１１年度は事務局アルバイトの交代が

あるため、下半期に２名の募集を行う（勤務

期間は従来１年半以上であったが、今回から

２年以上への変更を行う）。

予定通り、下半期に２名を新規採用した。た

だし、当初は下半期は従来のアルバイト２名を

加え、４名体制の予定であったが、うち１名が

１０月以降体調を崩し、その後連絡が取れなく

なったことから、契約解除せざるを得なかった。
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(E-mail) pole2club@hotmail.com、(HP) http://polepoleclub.jp/
(本 部) 〒107-0062 東京都港区南青山6-1-32-103


